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１．現場における安全管理の徹底

〇 令和５年10月から、これまでに発生した事故等（１件）

【事故事例】
・ 重機による架空線の切断

安全管理の基本的なことを遵守できていれば防げた事故

〇 現在の取り組み（令和５年１月～）

１．労働基準監督署、道路管理者（大阪港湾局）、
夢洲関連工事連絡調整WG事務局（建設局）により、
年２回の現場安全巡視を行うとともに、
その後のWGにて、労働基準監督署より講評及び安全講習を実施

２． WG事務局より、注意喚起の文書を発出
３．事故事例をWG会員に共有し、安全管理の周知徹底を図る。
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労働基準監督署等による安全点検・安全講習（令和６年１月）

■ 万博までの限られた期間内において、現場内での労働災害や事故の発生は、当該工事の工事中断による

遅れだけでなく、関連する他工事の工程にも影響し、夢洲関連事業全体の工程にも影響する。

■ 今後、さらに多数の工事が輻輳していく中、各事業者の工事を着実に進捗するためには、安全管理の徹底による

事故の未然防止がさらに重要となる。

■ 夢洲関連事業の重要性を再度ご認識いただき、安全管理の意識が現場の作業員の方々ひとりひとりまで行き渡る

よう、ご指導・ご周知いただくとともに、今一度、現場の安全点検などを実施いただき、更なる安全管理の徹底に努

めていただくようお願いする。
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２．工事車両の適正な運行・通行の徹底

今後、工事車両が大きく増加してくるが、通行ルート付近の地元に対し、十分な理解
を得なければ、工事車両の通行に影響が生じ、工事の進捗に大きく影響することになる。
このため、以下の事項について、厳守すること。

① 工事車両運行管理システムの適正な運用の徹底。
・工事車両の予定情報（時間、ルート、ゲート、車番）の期限内の入力の徹底。
・WGで共有される入力状況を確認し、入力不備の場合は、至急改善を図ること。

② 工事車両の運行ルール（事業調整会議決定事項）を遵守すること。（次頁）

③ 沿道地域の方々への影響をできる限り少なくするよう、高速道路の利用を基本とす
ること。近隣から建設資材を運搬するなど、一般道路（特に生活道路）の通行にあ
たっては、必ず地元に丁寧な説明を行うこと。
・工事車両の増加により国道43号などが混雑するため高速道路の利用を徹底するこ
と。

・特に地元から通行不可の要望がある、此花通とポートタウン西側幹線道路につい
て、通行不可を徹底させること。なお、是正が見られない場合は、事案の周知な
どを行う。

④ 児童の通学時間帯の安全走行を徹底すること。
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工事車両の運行ルール（事業調整会議決定事項）

1 工事車両表示（ゼッケン）の設置

2 指定された運行ルート及び運行時間帯の遵守

3 駐停車（待機含む）の禁止

4 道路上での生コン車シュート洗いの厳禁

5 第１走行車線の走行原則禁止

6 自家用車両（白ナンバー）の有償運送の禁止

7 特殊車両通行時における適正な手続きの遵守

8 過積載の厳禁

9 規制速度・法定速度の遵守

10 信号のない横断歩道での歩行者待機時での一時停止

・各ルールに対する効果
交通安全対策・・・①②③④⑧⑨⑩
交通渋滞対策・・・②③④⑦
沿道環境対策・・・①②⑤⑧⑨
法令遵守対策・・・③⑥⑦⑧⑨⑩

工事車両の運行にあたっては、以下のルールを必ず遵守すること。
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